
�市税について
問 �税務課�／�保険医療課

　市税は、自主的に納期限内に納めましょう。

主な市税
税目 内容

市民税

◦�個人…1月1日時点で桜井市に住んでいて、前年中に所得があった人（所得割と均等割）、桜井市
内に事業所、事務所または家屋敷などがある個人で、桜井市に住所のない人（均等割）にかかる
税金です。

◦�法人…法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人（会社など）などにかかる税金で
す。法人市民税は、均等割と法人税割が課税されます。

固定資産税 1月1日時点で桜井市内に固定資産（土地・家屋・償却資産）を所有する人にかかる税金です。
都市計画税 1月1日時点で、桜井市内の市街化区域内に土地・家屋を所有する人にかかる税金です。
軽自動車税（種別割） 4月1日時点で、バイク、軽自動車などを所有している人に課税されます。
国民健康保険税 国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主に課税されます。（詳細は保険・年金�49ページ参照）

市税の減免について
◦�障害者手帳を持つ人などで、減免のできる条件に該当
する人は、軽自動車税が減免されます。（1人につき1台）

◦�被災した場合などで一定の条件を満たす人は、市税が
減免になる場合があります。

納税について
◦市税は、47ページ「市税の納期」に従って納めてください。
◦�納期限が過ぎても納税が確認できない場合は、納期限
後20日以内に督促状を発送します。
◦納税は、安全・便利・確実な口座振替を利用してください。

税金
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市税の納期
 納付月
市税の種類 

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

軽自動車税 全期
固定資産税・都市計画税 1期 2期 3期 4期
市民税・県民税 1期 2期 3期 4期
国民健康保険税 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

証明書を発行する窓口
　市税に関する各種証明書の交付請求時には、申請者の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証など）と手数料を
持参のうえ、下記窓口に申請してください。
※本人および同居の家族以外の人が申請する場合には、上記に加え委任状が必要です。

証明内容
税務課

市民税係 固定資産税係 収納管理係
市民税の所得証明書 ○
市民税の課税証明書 ○
市民税の納税証明書 ○
軽自動車税の納税証明書 ○
固定資産税の評価証明書 ○
固定資産税の課税証明書 ○
固定資産税の納税証明書 ○
国民健康保険税の納税証明書 ○
住宅用家屋証明書 ○
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